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みその日本農林規格の一部を改正する件 新旧対照表 
○みその日本農林規格（令和 4年３月 31日農林水産省告示第 659号） 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

日本農林規格               JAS 
0022：20xx 

 

みそ 

Miso 
 

日本農林規格               JAS 
0022：2022 

 

みそ 

Miso 
 

1～3  （略） 1～3  （略） 
4  要求事項 

4.1 原材料 

次のもの以外のものを使用してはならない。 
a) 大豆，米，麦等の穀類 

b) 食塩 

c) 砂糖類 

d) 風味原料等 

e) みそ JAS 0022 の基準に適合するものとして JAS 法第 10 条並びに第 30 条の規定によって格付

されたもの又は第 11 条並びに第 31 条の規定によって格付の表示が付されたものでなければなら

ない。 

4  要求事項 

（新設） 

4.2・4.3 （略） 
（削る。） 
4.4・4.5 （略） 

4.6 （略） 

4.1・4.2 （略） 
4.3 種こうじ及び生産行程中のみその管理 
4.3.1・4.3.2 （略） 
4.4 （略） 

  
 


